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スマートホームpowered by Taprica利用規約 

 

 

株式会社ＣＡＣ（以下「ＣＡＣ」という。）とＣＡＣが行うサービスを受ける者（以下「加入者」という。）との間に結ばれるスマー

トホームpowered by Taprica利用契約（以下「利用契約」という。）は以下の条項によるものとします。 

 

第 １ 条 （契約約款の適用） 

１．ＣＡＣは、この「ＣＡＣ‐ＨＯＭＥ契約約款（スマートホームpowered by Taprica利用規約）」（以下「本約款」という。）を

定め、これにより、ＣＡＣが提供する機器およびＣｏｎｎｅｃｔｅｄ Ｄｅｓｉｇｎ株式会社（以下「 ＣＤＩ 」という。）

が管理・運営するアプリケーション「Ｔａｐｒｉｃａ（タプリカ ）」（以下「本アプリ」という。）を用いて、加入者の居宅

、施設内に設置する各種機器を、インターネット回線を経由し、遠隔操作して提供するセキュリティ、家電コントロール、スマ

ートロック、見守り等のサービス（以下「本サービス」という。）を提供します。 

２．本約款は、ＣＡＣおよびＣＤＩ（以下「サービス提供者」という。）が加入者に提供する本サービスおよび本アプリ（以下「本

サービス等」という。）の内容ならびに本サービスの利用に関し加入者が遵守すべき事項を定めるものです。 

３．加入者は、本サービス等の利用について、本約款およびＣＤＩの提供する本アプリの規約（以下「本アプリ規約」という。）に

同意いただく必要があります。 

４．ＣＡＣが本サービスに関するＷＥＢサイト（以下「本サイト」という。）、その他の手段により通知する利用条件等に関する事

項も本約款の一部を構成するものとします。 

 

第 ２ 条  （用語の定義） 

本約款においては、次の用語はそれぞれ次の意味で使用します。 

用語 用語の意味 

① ＣＡＣ‐ＮＥＴ 
✓ ＣＡＣが提供する、主としてデータ通信の用に供することを目的として、インターネットプロト

コルにより符号の伝送交換を行うための電気通信回線設備を用いて行う電気通信サービス 

② 世帯 ✓ 同一の住居で起居し、生計を同じくする者の集団 

③ 対象物件 ✓ 加入者の指定した機器一式を設置する場所 

④ 申込者 ✓ 本サービスの加入申込みをする個人または法人 

⑤ 加入者 ✓ ＣＡＣと契約を締結している者 

⑥ サーバー ✓ 本サービス提供にあたり、機能やデータを保有している機器 

⑦ ＣＡＣの通信設備 ✓ 本サービスを提供するうえで必要なサーバー等の通信機器 

⑧ ソフトウェア 
✓ ＣＡＣの通信設備とデータ通信を行う等、本アプリを利用するうえで通信機器に必要となるシス

テム 

⑨ ゲートウェイ ✓ ＣＡＣの通信設備とデータ通信する際に必要となる機器 

⑩ スマートロック ✓ 遠隔操作、テンキーまたは非接触型ＩＣメディアにより、電気的に施錠・解錠を可能にする機器 

⑪ 関連機器 ✓ 本サービスを利用するために必要となる、ＣＡＣが販売するデバイスの総称 

⑫ 機器一式 ✓ ゲートウェイ、および関連機器の総称 

⑬ 加入者機器 ✓ 加入者が所有または管理するパソコン、スマートフォン、タブレット等 

⑭ 映像データ等 
✓ ＣＡＣが販売する、本サービスを利用するために必要となるＩＰカメラ（Ｗｉ－Ｆｉを搭載した

カメラ）から撮影した画像、映像データ等 

⑮ 料金等 ✓ 本サービスに関し、加入者がＣＡＣに対し支払うべき対価等 

⑯ ＩＤ ✓ 本サービスを利用するための各種識別番号 

⑰ 通知 ✓ 特定の相手に個別に情報を伝えること 

⑱ 告知 ✓ 広く多くの相手に情報を伝えること 

 

第 ３ 条 （本サービスの内容） 

１．本サービスは、対象物件に設置した機器一式を、インターネット回線を経由し、本アプリを利用して加入者端末から遠隔でコン

トロールできるホーム・コントロールおよびホーム・モニタリング型サービスです。 

２．対象物件通信環境や利用環境により、ＣＡＣの通信設備と接続が可能な設置機器の台数が異なることを予めご了承ください。 

３．本サービスの利用には、ＣＡＣ指定のゲートウェイの設置が必要となります。加入者は、ゲートウェイに加え、関連機器を単独

または組み合わせて利用することで関連機器の遠隔操作を行うことができます。 
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４．本サービスは、ＣＡＣ指定の機器一式のみで利用できるものとします。なお、ゲートウェイのみの設置を行うことはできません

。 

５．本サービスの利用の際に、ＣＡＣまたは第三者が別途提示する個別規定またはその他の約款（以下「その他約款等」という。）

がある場合は、加入者は、本約款に加えて当該その他約款等に同意し、それらに従うものとします。 

６．ＣＡＣは、第２項で定める遠隔操作の内容を変更することができます。この場合、本サイト上での掲載等、ＣＡＣの定める方法

により告知します。 

 

第 ４ 条 （利用契約の単位と有効期間） 

１．利用契約の締結は、世帯ごとに行います。 

２．契約有効期限は、契約成立日から１年間とします。ただし、次の場合には、引き続き１年の期間をもって更新するものとし以後

も同様とします。 

① 契約期間満了日の１５日前までにＣＡＣから加入者に、何等かの書面による意思表示がないとき 

② 契約期間満了日までに、第１５条（解約）第１項に定める解約の申し出が、受理されていないとき 

 

第 ５ 条 （加入申込みの方法） 

加入申込みをするときは、ＣＡＣが指定する加入手続にて次の事項について確認いたします。 

① 申込者の住所および氏名、または、所在地、商号および代表者 

② 対象物件の所在地（申込者の住所と対象物件の所在地が異なる場合。） 

③ 利用を希望する関連機器およびその台数 

④ その他本サービスの内容を特定するために必要な事項 

 

第 ６ 条 （加入申込みの承諾） 

１．ＣＡＣは、加入申込みがあったときは、受付た順序に従って承諾します。ただし、ＣＡＣの業務の遂行上支障があるときは、そ

の順序を変更することがあります。この場合、ＣＡＣは、申込者に対してその事由と共に通知します。 

２．ＣＡＣは、前項の規定にかかわらず、本サービスの取扱いに際して余裕のないときは、その承諾を延期することがあります。 

３．ＣＡＣは、第１項の規定にかかわらず、次の場合には、加入申込みを承諾しないことがあります。 

① 本サービスの提供または保守をすることが著しく困難であるとき 

② 申込者が本サービスの加入契約料金、利用料金、関連機器料金、手続に関する料金、および工事に関する費用（以下、「利

用金等」という。）およびその他の債務の支払いを現に怠りまたは、怠るおそれがあると認められる相当の事由があるとき 

③ その他ＣＡＣの業務の遂行上著しい支障があるとき 

 

第 ７ 条 （利用契約の成立と利用開始日） 

１．利用契約は、本サービスの加入申込みに対して、ＣＡＣがこれを承諾したときに成立するものとします。また、承諾した日を原

則として契約成立日とします。 

２．利用契約の成立後、ＣＡＣが加入者にゲートウェイをお渡しした日を、本サービスの利用開始日と定めます。また、第１４条（

加入手続時申告内容の変更）の規定により特定の機器一式が追加されたときは、当該機器一式をＣＡＣが加入者にお渡しした日

を、当該機器一式の利用開始日と定めます。なお、オプションサービスの利用開始日は契約成立日もしくは契約成立日以降の加

入者がサービス利用開始を希望する月の１日とします。 

 

第 ８ 条 （利用の条件） 

１．加入者は、自己の責任と負担において、本サービスを利用するために必要なインターネット回線（ＣＡＣ‐ＮＥＴに限る。）、

通信機器、電源、電池、ソフトウェア等（以下「設置環境」という。）を準備するものとします。 

２．前項に定めるインターネット回線については、第１０条（本アプリの提供と管理）第２項に定める加入者機器を除き、有線によ

り常接続されていることを前提とします。 

３．加入者は加入者機器の性能、通信環境等により本サービス等のレスポンスが変化する場合があることを予め承諾するものとしま

す。 

４．加入者の環境により機器一式の設置ができない場合、本サービス等は利用できません。 

５．加入者は、ＣＡＣが提供する取扱説明書、操作マニュアル等に従い本サービス等を利用するものとします。 

６．加入者と本サービスを利用する者（以下「利用者」という。）が異なる場合は、加入者は利用者に必要な情報を提供するものと

し、加入者は、利用契約の全責任を負います。 

 

第 ９ 条 （保証の範囲） 

１．サービス提供者は、本アプリその他本サービス等に関し加入者に提供する本サービスの内容およびＣＡＣが提供する情報につき

、次の事項の保証を行うものではありません。 

① 本サービス等の内容が加入者の要求に合致することまたは有益であること 

➁ 本サービス等が中断、中止、廃止されないこと 

➂ 本サービス等がタイムリーに提供されること 

➃ 本サービス等が安全であること 

➄ 本サービス等においていかなるエラー（本アプリのバグを含む。）も発生しないこと 

➅ 本サービス等にいかなる瑕疵もないこと 

➆ 加入者が本サービス等を通じて取得する情報が正確であること 

➇ 加入者が本サービス等を利用して行った行為が加入者の特定の目的に適合すること 

➈ 本サービス等を通じて加入者が登録する利用者情報が消失しないこと 

２．加入者は、加入者自身の責任において本サービス等を利用するものとし、加入者は、本サービス等の機能の利用に起因または関

連して、加入者機器およびデータその他本サービスに接続された電子機器等に発生した損害について、自ら責任を負うものとし

、サービス提供者は一切の責任を負わないものとします。ただし、ＣＡＣの責務不履行・不法行為に起因する損害についてはこ

の限りではありません。 

３．サービス提供者は、利用者が本サービス等の機能を利用して購入した商品・サービスや取引に関していかなる保証もいたしませ

ん。 
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第１０条 （本アプリの提供と管理） 

１．ＣＡＣは、利用契約に伴い、ＣＡＣ所定の方法にて本アプリを加入者へ提供します。  

２．加入者は、映像データ等の閲覧その他、本サービスの利用にあたり、本アプリをダウンロード、インストールする必要があり、

この媒体として、加入者機器を要するものとします。なお、当該加入者機器は、ＣＡＣ指定の推奨環境下でのみ利用できるもの

とします。 

３．本アプリは、インターネットに常時接続された環境下で利用するものとします。 

４．加入者は、ＣＡＣが提供した本アプリその他のソフトウェアを善良なる管理者としての注意をもって適正に管理する責任を負い

、第三者に譲渡、質入れ、または貸与をしてはならないものとします。 

 

第１１条 （設置場所の変更） 

１．加入者は、変更先が第４２条（営業区域）に定める区域内で、ＣＡＣのサービスの提供ができる設備が整っている場合に限りゲ

ートウェイの設置場所を変更できるものとし、そのことをＣＡＣに申し出るものとします。 

２．対象物件内でゲートウェイの設置場所を変更する場合、加入者はＣＡＣへの申し出なしで変更できるものとします。 

 

第１２条 （名義変更） 

ＣＡＣは、加入者が以下の事由によりあらかじめ書面による届け出をした場合で、ＣＡＣがこれを承認したときに加入者名義を

変更するものとします。 

① 加入者が個人名義の場合、加入者から二親等以内の者へ名義変更ができるものとします 

② 加入者が法人・団体名義の場合、事業承継した者へ名義変更ができるものとします 

➂ 新加入者の名義変更にかかわる事務手数料は無料とします 

 

第１３条 （譲渡の禁止） 

加入者は、前条（名義変更）の場合を除き、本サービスの提供を受ける権利を第三者に譲渡、質入れ、または貸与することはで

きません。 

 

第１４条 （加入手続時申告内容の変更） 

１．加入者は、加入手続時に申告した各事項について変更のある場合は、ＣＡＣに申し出るものとします。 

２．加入者は、関連機器の追加購入を請求することができます。 

３．スマートロックを利用している加入者は、非接触型ＩＣメディアの追加購入を請求することができます。 

 

第１５条 （解約） 

１．加入者は、契約を解約しようとするときは、解約を希望する日の１５日前までにＣＡＣに届け出るものとします。そのうえで、

解約を希望する日の属する月の末日までにＣＡＣに、ＣＡＣが指定する書面にて届け出るものとし、ＣＡＣがその書面を受取っ

たときに解約の申し出が受理されるものとします。解約を希望する日の属する月の翌月以降にＣＡＣがその書面を受取った場合

、受取日の属する月の末日を解約日とします。 

２．前項による解約の場合、ＣＡＣはゲートウェイを撤去いたします。加入者の故意または過失によりゲートウェイを破損もしくは

紛失し、返還できない場合、加入者は、その補充、修繕等に必要な費用をＣＡＣに支払うものとします。なお、撤去に要する費

用は、加入者の負担とするほか、撤去に伴い、加入者が所有または、占有する土地、建物その他の工作物等の復旧を要する場合

、加入者にその復旧に係る復旧費用を負担していただきます。なお、撤去工事を加入者にて行った場合の費用負担はありません

。 

 

第１６条 （契約の解除） 

１．ＣＡＣは、次の場合には、第４条（利用契約の単位と有効期間）第２項の規定にかかわらず、利用契約を解除することがありま

す。 

① 第１８条（利用停止）第１項の規定により本サービスの利用を停止された加入者が、当該停止期間内にその原因となった事

由を解消しないとき 

② ＣＡＣまたは、加入者の責めによらない事由により、本サービスの提供が困難なとき 

２．第１８条（利用停止）第１項の規定のいずれかに該当する場合に、その事実がＣＡＣの業務の遂行に特に著しい支障を及ぼすと

認められる相当の事由があるときは、前項第１号の規定にかかわらず、本サービスの提供を停止しないで契約を解除することが

あります。 

３．ＣＡＣは、前項の規定により契約を解除しようとするときには、その加入者にそのことを通知もしくは催告しない場合がありま

す。 

４．ＣＡＣは、第１項の規定により契約を解除しようとするときは、ゲートウェイを撤去いたします。加入者の故意または過失によ

りゲートウェイを破損もしくは紛失し、返還できない場合、加入者は、その補充、修繕等に必要な費用をＣＡＣに支払うものと

します。撤去に要する費用は、加入者の負担とするほか、撤去に伴い、加入者が所有または、占有する土地、建物その他の工作

物等の復旧を要する場合、加入者にその復旧に係る復旧費用を負担していただきます。なお、撤去工事を加入者にて行った場合

の費用負担はありません。 

 

第１７条 （利用中止・制限） 

１．サービス提供者は、本サービス等を提供するための設備（サーバー、通信回線等を含む。）および本サイト、本アプリの保守、

点検、修理、更新作業等のため、一時的に本サービスの提供を停止または中止する場合があります。この場合、サービス提供者

は加入者に対し、事前に通知または公表するものとします。 

２．前項にかかわらず、ＣＡＣは、以下の事由のいずれかに該当する場合、加入者に事前に通知または公表することなく、一時的に

本サービス等の提供を中断することがあります。 

➀ 本サービス等を提供するためのシステムの保守、点検、修理等を緊急に行う必要がある場合 

➁ 地震、落雷、火災その他の不可抗力、停電、通信回線の途絶、その他本サービス等を提供するためのシステムの不具合によ

りサービスの提供ができなくなった場合 

➂ その他、運用上または技術上、本サービス等の一時的な中断を必要とした場合 

３．サービス提供者は、本サービス等の全てもしくは一部の提供を中止もしくは制限するときは、あらかじめその事由を加入者に通

知します。ただし、緊急時等やむを得ない場合は、この限りではありません。 
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４．サービス提供者は、本サービス等の中断により加入者に損害が発生した場合でも加入者に対し一切の責任を負わず、同中断期間

に相当する利用料金の返金はしないものとします。 

 

第１８条 （利用停止） 

１．ＣＡＣは、加入者が次のいずれかに該当する場合には、本サービスの全てもしくは一部の提供を停止することがあります。 

① 第２４条（料金等の支払い義務）、第２５条（加入契約料金の支払い義務）、第２６条（工事に関する費用の支払い義務）

に規定する本サービスの料金等、その他ＣＡＣに対する債務の履行を怠ったとき、または怠るおそれがあるとき（支払期日

を経過した後、ＣＡＣが指定する料金収納事務を行う事業所以外において支払われた場合であって、ＣＡＣがその支払いの

事実を確認できないときを含む。） 

② 加入手続時に申告した内容に虚偽が判明したとき 

③ 前条（利用中止・制限）第１項の規定により、ＣＡＣが本サービスを制限している期間内に、その制限の原因が解消されな

かったとき 

④ 第２０条（禁止事項）、第２２条（ＩＤおよびパスワードの管理）第２項、第３１条（加入者の維持責任）第１項、第３５

条（著作権等）、第３７条（機密保持）第１項、および第３９条（利用に係る加入者の義務）の規定に違反したとき 

⑤ 第２２条（ＩＤおよびパスワードの管理）第３項の規定によるとき 

⑥ 第２１条（情報の削除等）第１項第２号から第４号の要求を受けた加入者が、ＣＡＣの指定する期間内に当該要求に応じな

いとき 

⑦ 前各号のほか、本約款に違反する行為、本サービスに関するＣＡＣの業務の遂行または、ＣＡＣの通信設備のいずれかに著

しい支障を与えたとき、および与えるおそれのある行為を行ったとき 

２．ＣＡＣは、前項の規定により、本サービスの全てもしくは一部の提供を停止するときは、あらかじめその事由を加入者に通知し

ます。ただし、緊急時等やむを得ない場合は、この限りではありません。 

 

第１９条 （本サービス等の変更、終了） 

１．サービス提供者は、サービス提供者が必要と判断した場合、サービス提供者が相当と判断する期間をもって、加入者に対し事前

に通知または公表したうえ、本サービス等の内容の全部または一部について変更または終了することができるものとします。 

２．前項にかかわらず、本サービス等の内容を緊急に変更または終了する必要があるとサービス提供者が判断した場合、サービス提

供者は、事前の通知または公表なしに本サービス等の内容を変更または終了することができるものとし、加入者はこれをあらか

じめ承諾するものとします。 

３．前２項の措置により加入者に不利益または損害が発生した場合でもサービス提供者は一切その責任を負わないものとします。た

だし、ＣＡＣの責務不履行・不法行為に起因する損害についてはこの限りではありません。 

４．第１項の事由により、本サービスを特定の関連機器のみで終了する場合、加入者は第１４条（加入手続時申告内容の変更）第２

項の規定に基づき別の関連機器の追加購入を請求することができます。サービスを終了する関連機器のみを利用しており、請求

を行わなかった加入者に関しては、特定の関連機器のサービスを終了する日をもって当該加入者との利用契約を解除します。 

 

第２０条 （禁止事項） 

１．加入者は、本サービス等の利用にあたり、次の行為を行わないものとします。 

① 本サービス等により提供される情報について、その全部または一部を問わず、本サービスの目的以外に使用する行為 

② ゲートウェイを設置時の状態から変更する行為 

③ ゲートウェイを第三者に譲渡、質入れ、または貸与する行為 

④ ゲートウェイの分解、および解体もしくは、改造等する行為 

⑤ 本アプリの全部または一部を、有償、無償を問わず公衆送信、頒布、譲渡、質入れ、貸与その他利用する行為 

⑥ 本サービス等の内容調査、分析、解析、情報取得その他本サービスの本来の利用目的以外の目的に利用する行為 

⑦ 本サービスとして提供するプログラム、ソフトウェア等を全部または一部を複製、改変、編集、翻案し、またはリバースエ

ンジニアリング、逆コンパイル、逆アセンブル、解読もしくはソースコードの発見を試みる行為 

⑧ 本アプリに組み込まれているセキュリティパスまたはセキュリティコードを破壊する行為 

⑨ 本サーバーその他ＣＡＣのコンピュータに不正にアクセスする行為 

⑩ 本サーバーに有害なコンピュータプログラム等を送信し、または第三者が受信可能な状態に置く行為 

⑪ 本サーバーまたは本サイトに過度な負荷をかける行為 

⑫ 第三者のお客様ＩＤもしくはログインパスワードを使用する行為 

⑬ サービス提供者、その他第三者の財産、信用、名誉、プライバシーを侵害する行為 

⑭ サービス提供者の著作権その他の知的財産権その他の権利を侵害する行為 

⑮ 前２号に掲げるもののほか、他人の権利または法的に保護される利益を侵害する行為 

⑯ 本約款、取扱説明書、操作マニュアル等に違反する行為 

⑰ 本サービスの運営を妨げる行為 

⑱ 本サービスを第三者が利用できる状態にする行為、またはそのおそれのある行為。ただし利用開始日より事前に、加入者か

らＣＡＣに対して申し出があり、ＣＡＣがその申し出を特に認める場合はこの限りではありません 

⑲ 本サービスを利用して営利目的の活動をする行為、またはしようとする行為 

⑳ 詐欺等、児童売買春、預金口座および携帯電話の違法な売買等の犯罪に結びつく行為または、結びつくおそれの高い行為 

㉑ わいせつ、児童ポルノもしくは児童虐待に相当する画像、映像、音声もしくは文書等を送信または表示する行為、またはこ

れらを収録した媒体を販売する行為、またはその送信、表示、販売を想起させる広告を表示または送信する行為 

㉒ 薬物犯罪、規制薬物もしくは指定薬物等の濫用に結びつく、もしくは結びつくおそれの高い行為、未承認もしくは使用期限

切れの医薬品等の広告を行う行為 

㉓ 賃金業を営む登録を受けないで、金銭の貸付の広告を行う行為 

㉔ 無限連鎖講（ネズミ講）を開設する行為または、これを勧誘する行為 

㉕ ＣＡＣの設備に蓄積された情報を不正に書き換え、または消去する行為 

㉖ 無断で他者に広告、宣伝もしくは勧誘のメールを送信する行為、または社会通念上他者に嫌悪感を抱かせる、もしくは、そ

のおそれのあるメールを送信する行為 

㉗ 他者の設備等または本サービス設備の利用もしくは運営に支障を与える行為、または与えるおそれのある行為 

㉘ 違法な賭博・ギャンブルを行わせ、または違法な賭博・ギャンブルへの参加を勧誘する行為 

㉙ 違法行為（けん銃等の譲渡、爆発物の不正な製造、児童ポルノの提供、公文書偽造、殺人、脅迫等）を請負し、仲介しまた



事業企画部 CAC-03-012-12.01 

    

は誘引（他人に依頼することを含む。）する行為 

㉚ 人の殺害現場の画像等の残虐な情報、動物を殺傷・虐待する画像等の情報、その他社会通念上他者に著しく嫌悪感を抱かせ

る情報を不特定多数の者に対して送信する行為 

㉛ 人を自殺に誘引または勧誘する行為、または第三者に危害のおよぶおそれの高い自殺の手段を紹介する等の行為 

㉜ その行為が前各号のいずれかに該当することを知りつつ、その行為を助長する態様または目的でリンクを貼る行為 

㉝ 犯罪や違法行為に結びつく、またはそのおそれの高い情報や、他者を不当に誹謗中傷・侮辱したり、プライバシーを侵害し

たりする情報を、不特定の者をして掲載等させることを助長する行為 

㉞ その他、法令および公序良俗に違反し、または他者の権利を侵害するとＣＡＣが判断した行為 

㉟ 第三者が前各項の行為を行うことを、教唆、幇助する行為 

２．加入者は前項各号にあげられる行為を行った場合、それに伴う損害の賠償を支払うものとします。 

 

第２１条 （情報の削除等） 

１．ＣＡＣは、加入者による本サービスの利用が前条（禁止事項）第１項各号に該当する場合、当該利用に関し他者からＣＡＣに対

しクレーム、請求等がなされ、かつＣＡＣが必要と認めた場合、またはその他の事由で本サービスの運営上不適当とＣＡＣが判

断した場合は、加入者に対し、次の措置のいずれかまたはこれらを組み合わせて講ずることがあります。 

① 前条（禁止事項）第１項各号に該当する行為をやめるように要求します 

② 他者との間で、クレーム等の解消のための協議を行うよう要求します 

③ 加入者に対して、表示した情報の削除を要求します 

④ 事前に通知することなく、加入者が発信または表示する情報の全てもしくは一部を削除し、また は他者が閲覧できない状

態に置きます 

２．前項の措置は加入者の自己責任の原則を否定するものではなく、前項の規定の解釈、運用に際しては自己責任の原則が尊重され

るものとします。 

 

第２２条 （ＩＤおよびパスワードの管理） 

１．ＣＡＣは、契約の成立に伴い、加入者にＩＤを付与します。加入者は、パスワードを自ら設定、変更し、使用するものとします

。 

２．加入者は、ＩＤおよびパスワードの管理、使用において全ての責任を持つものとします。 

３．加入者は、ＩＤおよびパスワードの喪失、盗難が判明した場合には、速やかにその旨をＣＡＣに報告するものとし、その報告が

あった場合およびＣＡＣがその事態に気づいた場合には、ＣＡＣは当該ＩＤによるサービスの提供を停止します。ただし、第三

者の不正使用により加入者が損害を被っても、ＣＡＣは一切責任を負わないものとします。 

４．加入者が第１５条（解約）の規定により利用契約を解約する場合、もしくは第１６条（契約の解除）の規定により、利用契約が

ＣＡＣにより解除された場合、利用終了日以降、当該加入者はＩＤとパスワードを利用する権利を失うものとします。 

 

第２３条 （料金等） 

１．ＣＡＣが提供する本サービスの料金等は、ＣＡＣが発行するパンフレットまたは申込みおよび契約書式、ならびに本サイト等に

定めるところによります。 

２．料金等の支払いは、ＣＡＣが指定する期日までに指定する方法で支払うものとします。 

 

第２４条 （料金等の支払い義務） 

１．加入者は、その契約に基づいて第７条（利用契約の成立と利用開始日）第２項に規定する利用開始日から起算して、解約もしく

は解除があった日の属する月の月末日までの期間（提供を開始した日と解約もしくは解除があった日が同一である場合は、１日

間とする。）について、前条（料金等）で規定する料金等の支払いを要します。 

２．料金等のうち、関連機器販売価格の支払い義務は、第７条（利用契約の成立と利用開始日）第２項に規定する利用開始日、ある

いは第１４条（加入手続時申告内容の変更）の規定により利用サービス内容および機器一式を変更、追加したときは、変更、追

加後の利用開始日に発生するものとします。 

３．第１７条（利用中止・制限）、第１８条（利用停止）の規定により、本サービスの提供が停止・制限された場合における当該停

止・制限期間の利用料金は、当該サービスが利用されていたものとし、利用料金の支払いを要します。 

４．第１７条（利用中止・制限）の規定により、本サービスの提供が中止された場合における当該中止期間の利用料金は、当該サー

ビスが利用されていたものとし、次の表に掲げる場合を除き、利用料金の支払いを要します。 

５．ＣＡＣは、次の表に掲げる支払いを要しないとされた利用料金が既に支払われているときは、その料金を返還します。 

区別 支払いを要しない利用料金 

加入者の責めによらない事由により、本サービスを全く利用で

きない状態が生じた場合（次に該当する場合を除く。）に、そ

のことをＣＡＣが認知した時刻から起算して２４時間以上その

状態が連続したとき。 

そのことをＣＡＣが認知した時刻以後の利用できなかった時間

（２４時間の倍数である部分に限る。）について、２４時間ご

とに日数を計算し、その日数に対応する本サービスの利用料金

。 

ＣＡＣの故意または、重大な過失により本サービスを全く利用

できない状態が生じたとき。 

そのことをＣＡＣが知った時刻以後の利用できなかった時間に

ついて、その時間に対応する本サービスの利用料金。 

ＣＡＣにて工事を行う設置場所の変更に伴って、本サービスを

利用できなくなった期間が生じたとき。 

利用できなくなった日から起算し、再び利用できる状態とした

日の前日までの日数に対応する本サービスの利用料金。 

 

第２５条 （加入契約料金の支払い義務） 

加入者は、第５条（加入申込みの方法）に基づき加入申込みを行いＣＡＣがこれを承諾したときは、ＣＡＣが定める加入契約料

金の支払いを要します。 

 

第２６条 （工事に関する費用の支払い義務） 

１．加入者は、本約款に規定する工事の請求を行いＣＡＣがこれを承諾したときは、工事に関する費用の支払いを要します。ただし

、工事の着手前にその契約の解除または、請求の取消し（以下「解除等」という。）があったときは、この限りではありません

。この場合、既にその料金等が支払われているときは、ＣＡＣは、その料金等を返還します。 
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２．工事の着手後完了前に解除等があった場合は、前項の規定にかかわらず、加入者は、その工事に関して解除等があったときまで

に着手した工事の部分について、ＣＡＣが別に算定した額を負担していただきます。この場合において、負担を要する費用の額

は、別に算定した額に消費税相当額を加算した額とします。 

 

第２７条 （機器一式の設置および費用負担） 

機器一式の設置工事は加入者にて行うものとします。ただし加入者は、工事に関する費用を支払うことで機器一式の設置工事を

ＣＡＣまたはＣＡＣの指定する業者に依頼できるものとします。なお、当該工事の保証期間は工事が完了した日から１年間とし

ます。 

 

第２８条 （機器一式の設置場所の変更および費用負担） 

１．ＣＡＣが第１１条（設置場所の変更）第１項の規定に基づく設置場所の変更の申し出を承諾したとき、加入者はゲートウェイの

撤去工事および設置工事を行うことができるものとします。また加入者は、工事に関する費用を支払うことで、機器一式の撤去

工事および設置工事をＣＡＣまたはＣＡＣの指定する業者に依頼できるものとします。なお、当該工事の保証期間は工事が完了

した日から１年間とします。 

２．第１１条（設置場所の変更）第２項の規定に基づく設置場所の変更の場合、加入者は対象物件にて機器一式の撤去工事および設

置工事を行うことができるものとします。また加入者は、工事に関する費用を支払うことで、機器一式の撤去工事および設置工

事をＣＡＣまたはＣＡＣの指定する業者に依頼できるものとします。なお、当該工事の保証期間は工事が完了した日から１年間

とします。 

 

第２９条 （延滞利息） 

加入者は、料金等、その他の債務（延滞利息を除く。）について支払期日を経過してもなお支払いがない場合には、支払期日の

翌日から支払日の前日までの日数について、年１４．５％の割合で計算して得た額を延滞利息として、ＣＡＣが定める方法によ

り支払うものとします。 

 

第３０条 （ＣＡＣの維持責任） 

ＣＡＣは、ＣＡＣの通信設備について維持管理責任を負うものとします。 

 

第３１条 （加入者の維持責任） 

１．加入者は、機器一式を善良な管理者の注意をもって取扱い、本約款に適合するよう利用するものとします。また、本サービスを

維持するために必要な設置環境についても加入者の責任において管理するものとします。 

２．加入者の故意または過失により機器一式に故障が生じた場合には、加入者はその修復に要する費用を負担するものとします。 

 

第３２条 （加入者の区分け責任） 

１．本サービスに異常が生じた場合、加入者は機器一式に異常がないことを確認のうえ、ＣＡＣに通知するものとします。この場合

、ＣＡＣまたはＣＡＣの指定する業者は、速やかにＣＡＣの通信設備を調査し、適切な措置を講じます。ただし、対象物件の通

信設備に起因する異常については、この限りではありません。 

２．前項の調査によりＣＡＣの通信設備およびゲートウェイに故障がないと判定した結果を加入者に通知した後において、加入者の

請求によりＣＡＣの係員を派遣した結果、故障の原因が対象物件の通信設備にあったときは、加入者にその派遣に要した費用の

額に消費税相当額を加算した額を負担していただきます。 

 

第３３条 （ゲートウェイ） 

１．加入者は、ゲートウェイを第２３条（料金等）に定める利用料金を支払うことで貸与を受けることができます。 

２．前項により、加入者がＣＡＣより貸与を受けるゲートウェイは、故障が生じた場合、ＣＡＣは無償にてＣＡＣが定める必要な措

置を講ずるものとします。ただし、加入者がゲートウェイを本来の用法に従って使用しなかった場合、不適切な設置あるいは周

辺環境の維持を怠った場合は、この限りではありません。また、ＣＡＣが認める場合を除き、加入者はゲートウェイの交換を請

求できません。 

３．加入者は、ＣＡＣが必要に応じて行うゲートウェイのバージョンアップ作業の実施に同意するものとします。 

４．加入者は、ＣＡＣが提供するゲートウェイ以外のゲートウェイを使用して本サービスを利用することはできません。 

 

第３４条 （関連機器） 

１．加入者は、前条（ゲートウェイ）に定めるゲートウェイに加え、ＣＡＣに関連機器販売価格を支払うことで関連機器を単独また

は組み合わせて利用することができます。なお、対象物件の通信環境や利用環境により、ゲートウェイおよびＣＡＣの通信設備

と接続が可能な台数は異なります。 

２．加入者は、関連機器を一括購入もしくは割賦購入することができます。割賦購入の場合、分割手数料は不要とします。なお加入

者は関連機器の購入にあたり、下記を承諾するものとします。 

① 加入者は、関連機器の機種変更をする場合は残額を一括で支払うものとします 

② 関連機器の割賦購入にかかる売買契約は、第１４条（加入手続時申告内容の変更）第２項に規定する加入者の請求を、ＣＡ

Ｃが承諾したときをもって成立するものとします 

③ 加入者は、関連機器の割賦購入にかかる売買契約上の地位を、第１２条（名義変更）の規定により加入名義変更をする場合

を除き、第三者に譲渡することはできません 

④ 加入者がＣＡＣより購入した関連機器の所有権は、端末料金の支払いが全て完了しているかにかかわらず、関連機器のお渡

しをもって加入者に移転するものとします。天災・事変等の不可抗力に起因するもの、ならびに故意または過失により破損

あるいは紛失した場合も、支払い義務は継続します 

⑤ 使用した関連機器の返品、返金はできません 

⑥ 関連機器の保証期間は端末お渡し日から１年間です。保証期間内においても、天災・事変等の不可抗力に起因するもの、利

用者の故意または過失により破損あるいは紛失、水没等した場合はこの限りではありません 

⑦ 関連機器の保証、修理はメーカー対応となります 

⑧ 関連機器の故障時における代替機等はありません 

⑨ 端末の割賦購入の条件はご購入いただく端末の機種によって異なります。ＣＡＣが発行するパンフレットまたは申込書およ

び契約書式、ならびに本サイト等にてご確認ください 
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３．加入者は、ＣＡＣが必要に応じて行う関連機器のバージョンアップ作業の実施に同意するものとします。 

４．スマートロックを利用している加入者は、非接触型ＩＣメディア販売価格を支払うことで非接触型ＩＣメディアを追加購入する

ことができます。支払いは一括のみとし、所有権は非接触型ＩＣメディアのお渡しをもって加入者に移転するものとします。 

５．加入者は、ＣＡＣより購入する関連機器以外の関連機器を使用して本サービスを利用することはできません。 

 

第３５条 （著作権等） 

加入者が取得した映像データ等を除き、本サービスに関する著作権、特許権、実用新案権、意匠権、商標権等の権利を含む一切

の権利は、ＣＡＣおよび関係する権利保有者に帰属します。加入者は、本サービスのコンテンツをＣＡＣに無断で、複製、改変

、蓄積、転送等をすることはできません。 

 

第３６条 （映像データ等の管理責任）  

１．本サービスにより加入者が取得した映像データ等は、加入者自身の責任において管理し、保管するものとします。 

２．ＣＡＣは、前項に定める映像データ等の管理体制等について、一切関知しないものとし、責任を負わないものとします。 

 

第３７条 （機密保持） 

１．加入者およびＣＡＣは、本サービスの提供に関連して知り得た相手方の機密情報を、利用契約終了後といえども相手方の同意な

しに第三者に開示、提供しないものとします。 

２．ＣＡＣは、刑事訴訟法（昭和２３年法律第１３１号）第２１８条（令状による差押え・捜索・検証）その他同法の定めに基づく

強制の処分が行われた場合には、当該法令および令状に定める範囲で、前項の守秘義務を負わないものとします。 

３．ＣＡＣは、警察官、検察官、検察事務官、国税職員、麻薬取締官、弁護士会、裁判所等の法律上の照会権限を有する者から、法

令等に基づき照会を受けた場合、第１項の規定にかかわらず、機密情報の照会に応じることができるものとします。 

４．ＣＡＣは、第１項の規定にかかわらず、ＣＡＣと秘密保持条項を含む業務委託請負契約を締結した外部委託業者等に、ＣＡＣが

業務上必要な加入者の機密情報を提供することがあります。 

 

第３８条 （免責および特約事項） 

１．加入者が本サービスの利用、解除、中止、制限、停止、終了に際して損害を被った場合、ＣＡＣは一切責任を負わないものとし

ます。 

２．加入者回線・無線ＬＡＮ環境、その他の通信回線等の都合でサーバーへの接続が中断した場合サービス提供者は一切責任を負わ

ないものとします。 

３．サービス提供者の責に帰すべき事由によらず、本サービス等の利用に起因して利用者が被った損害に関しサービス提供者は一切

責任を負わないものとします。本サービスに接続された電子機器の不具合、異常に起因して生じた損害、情報等が破損または滅

失したことによる損害および加入者が本サービス等から得た情報等を利用した結果生じた損害を含みますがそれらに限定されま

せん。 

４．サービス提供者が相当の安全対策を講じたにもかかわらず、サーバーに保存されている設定情報の欠落、滅失があった場合サー

ビス提供者は一切責任を負わないものとします。 

５．本サービスの利用に関連して生じた侵入、盗難その他の事件・事故の発生および生命、身体、財産に生じた損害等について、サ

ービス提供者は一切の責任を負いません。 

６．加入者が、第３１条（加入者の維持責任）、第３９条（利用に係る加入者の義務）に規定する行為を怠ったことに起因し、本サ

ービスに中止・制限等が発生したことによって、加入者が損害を被った場合、ＣＡＣは一切責任を負わないものとします。 

７．第１２条（名義変更）の規定により、名義変更を行ったことによって加入者が損害を被った場合、ＣＡＣは一切責任を負わない

ものとします。 

８．加入者が、本サービスの利用により第三者に損害を与えた場合、当該加入者は自己の責任と費用において解決するものとし、Ｃ

ＡＣおよびソフトウェア開発企業は一切責任を負わないものとします。 

９．ＩＤ、パスワードおよびスマートロック等の管理不十分や使用の過誤により加入者が損害を被った場合、ＣＡＣは一切責任を負

わないものとします。 

１０．加入者が、第２０条（禁止事項）、第２２条（ＩＤおよびパスワードの管理）第２項、第３１条（加入者の維持責任）第１項、

第３５条（著作権等）、第３７条（機密保持）第１項、および第３９条（利用に係る加入者の義務）について、過失、不正、違

法な行為を犯し、ＣＡＣに損害を与えた場合には、ＣＡＣは、当該加入者に対して相応の損害賠償請求を行うことができるもの

とします。 

１１．第１５条（解約）および第１６条（契約の解除）の規定により利用契約が解約・解除されたことにより、ＣＡＣが損害を被った

場合には、ＣＡＣは、当該加入者に対して相応の損害賠償請求を行うことができるものとします。ただし、ＣＡＣの責に帰すべ

き事由により利用契約が解約・解除された場合はこの限りではありません。 

１２．ＣＡＣは、本サービスの提供の状態を確認するために、第４０条（個人情報等の保護）の規定を遵守したうえで、加入者の使用

する関連機器と電気信号による通信を行うことができるものとします。 

１３．サービス提供者は、本サービスの利用のためにＣＡＣが提供する設置機器の設置により自動的に収集する情報、加入者による本

アプリおよび本サービス等を利用するに際してサービス提供者が加入者から収集した個人情報、ログ情報等（以下「データ等」

という。）を以下の目的のために使用することができるものとし、加入者は同意するものとします。 

➀ 本サービス等の提供 

➁ 本サービスのカスタマーサポート、アフターサービス、メンテナンス 

➂ 本サービスおよびサービス提供者の製品改良 

➃ サービス提供者のサービスについて満足度の調査 

➄ ＩｏＴデータ利活用 

１４．サービス提供者は、データ等を、前項の目的のために個人を特定できない形態において第三者に提供することがあります。 

１５．サービス提供者は、サービス提供者の業務の一部を第三者に業務委託する場合、第１３項規定のデータ等を委託する業務を遂行

するために必要な範囲で同第三者に提供し、加入者はこれに同意するものとします。 

１６．本条に定めるほか、本アプリの利用に際して取得したデータ等の取扱いについてはＣＤＩの定める本アプリ規約および「アプリ

ケーション・プライバシーポリシー」に従い取扱うものとします。 

１７．ＣＡＣは、ＣＡＣのサーバーに保管する加入者データについて、サーバー障害の復旧作業等による当該データ削除または加入者

による当該データ削除に起因して加入者が損害を被った場合、一切の責任を負わないものとします。 

１８．ＣＡＣは加入者に対し、ＣＡＣが認めた各種情報を電子メール等により提供することができるものとします。 
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１９．加入者は、天災、地変、またはその他の非常事態の際に第３３条（ゲートウェイ）第２項、第３４条（関連機器）第２項に規定

する修理、交換、その他必要な措置が速やかに実施できない場合があることにあらかじめ同意するものとします。 

２０．設置環境については、加入者が自己の責任により確保するものとします。なお、加入者は、設置環境により、本サービスの一部

または全部の機能に制限が発生すること、または継続的に提供されない場合があることにあらかじめ同意するものとします。 

２１．本サービスは、設置環境によって誤検知または非検知となる場合を含め、正確性、有用性、確実性および完全性を保証するもの

ではありません。 

２２．ＣＡＣは、本サービスに係る工事完了の確認、障害時の対処その他緊急事態の場合にのみ加入者の承諾のもと、映像データ等の

閲覧等を行うものとします。なお、当該行為にかかる責任は全て加入者が負うものであり、その後ＣＡＣに対して一切の異議を

唱えないことを、あらかじめ承諾するものとします。 

２３．ＣＡＣは、本条の規定に起因し、加入者に何等かの損害、損失、不利益等が発生したとしても責任を負いません。 

 

第３９条 （利用に係る加入者の義務） 

１．ＣＡＣは、機器一式の設置のため、加入者が所有または、占有する土地、建物その他の工作物等を無償で使用できるものとしま

す。この場合、地主、家主その他の利害関係人があるときは、当該加入者はあらかじめ必要な承諾を得ておくものとし、これに

関する責任は加入者が負うものとします。 

２．加入者は、ＣＡＣまたは、ＣＡＣの指定する者が、機器一式または通信設備の検査、修理等を行うため、土地、建物その他の工

作物等への立ち入りを求めた場合は、これに協力するものとします。 

３．加入者は、第２０条（禁止事項）第１項各号のいずれかに該当したこと、その他加入者の責に帰すべき事由によりサービス提供

者に生じた損失、損害を賠償する責を負うものとします。 

４．加入者は、本サービス等の利用にあたり、次の各号に該当する行為を行う義務を負うものとします。 

➀ 加入者がネットワーク（国内外）を経由して通信を行う場合、経由する全てのネットワークの規則に従うこと 

➁ 加入者は、サービス提供者のサーバー内に保管された加入者のデータおよび本アプリ内のデータについて全ての責任を持ち

、そのデータのバックアップは加入者の責任において行うこと 

➂ 加入者は、本サービス等で提供するソフトウェアは全て最新のものをダウンロードおよびインストールすること 

５．本条の規定に違反した場合、本サービス等の提供を停止することがあります。 

 

第４０条 （個人情報等の保護） 

１．ＣＡＣが保有する個人情報等の取扱いは、ＣＡＣが別に定める個人情報保護に関する規定に定めます。 

２．加入者は、ＣＡＣがシステムの運営、管理上の必要から、加入者の個人情報、個人データ、機器一式に関するデータについて、

ソフトウェア開発企業に開示する場合があることをあらかじめ同意するものとします。 

 

第４１条 （契約約款の改定） 

１．ＣＡＣは、ＣＡＣの提供するサービス内容の変更、社会情勢の変動により本約款を改定することがあります。なお、本約款が改

定されたときは、以後の契約条件は新しい本約款によるものとします。 

２．ＣＡＣが別に定めることとしている事項については、随時変更することがあります。 

 

第４２条 （営業区域） 

営業区域は、ＣＡＣが別に定めるところによります。 

 

第４３条 （関連法令の遵守） 

ＣＡＣは、本約款に定める措置を講ずるに際しては、関連法令の定める範囲内で、適切な措置を講ずるものとします。 

 

第４４条 （閲覧） 

本約款において、ＣＡＣが別に定めることとしている事項については、ＣＡＣは閲覧に供します。 

 

第４５条 （協議、管轄裁判所） 

１．本約款に定めのない事項、あるいは疑義が生じた場合は、誠意をもって協議のうえ、解決にあたるものとします。 

２．本約款は、日本法に準拠して解釈されるものとし、ＣＡＣの提供するサービス内容に関連して訴訟の必要が生じた場合には、Ｃ

ＡＣの本店所在地を管轄する地方裁判所を第一審の専属的合意管轄裁判所とするものとします。 

 

附  則 

１．ＣＡＣは特に必要があるときには、本約款に特約を付することができるものとします。 

２．本約款は ２０１６年１０月 １日より施行します。 

改  定 ２０１７年 ４月 １日 

改  定 ２０１７年１０月 １日 

改  定 ２０１８年１０月 １日 

改  定 ２０２１年 ２月 １日 

改  定 ２０２２年 ７月 １日 
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他の事業者が提供するサービスとの連携に関する特約 

 

 

１．加入者は、本特約に同意し、ＣＡＣ所定の手続をとることにより、サービス提供者およびサービス提供者の提携事業者が連携す

る他の事業者 （以下「連携事業者」という。）が提供する会員制サービス（以下「連携事業者サービス」という。）において

当該加入者に付与されたＩＤ、パスワード等（以下「ＩＤ等」という。）を使用して、連携事業者サービスから本アプリにログ

インし、基本サービスを利用することができます（以下「連携サービス」という。）。ただし、加入者は、基本サービスの機能

の中で一部利用できない機能があることにあらかじめ同意するものとします。 

２．加入者は、連携サービスを利用する場合、本特約とは別に、連携事業者サービスにかかる利用規約等に従うものとします。 

３．サービス提供者は、サービス提供者は連携事業者のサービスの正確性、有用性、確実性および完全性については、一切保証しな

いものとします。 

４．サービス提供者は連携事業者のサービスの全部または一部が停止・中断・終了等により提供できない場合、加入者は、連携サー

ビスを利用できないことにあらかじめ同意するものとします。 

５．サービス提供者は連携事業者のサービスの全部または一部の変更・停止・中断・終了等により、加入者に損害が生じた場合、サ

ービス提供者は一切の責任を負わないものとします。 

６．加入者のＩＤ等の管理不十分、使用上の過誤、第三者の使用等の事由により、加入者または第三者に損害が生じた場合、加入者

がその一切の責任は負うものとし、サービス提供者は一切の責任を負わないものとします。また、かかる事由により、サービス

提供者に損害が生じた場合、加入者はその一切の責任を負い、サービス提供者に生じた一切の損害を賠償するものとします。 

７．加入者は、自己の責任において連携サービスを利用するものとし、当該サービスを利用したことにより生じた損害、提携事業者

、連携事業者その他第三者との間に生じたトラブルその他当該サービスにかかる一切の事項について、サービス提供者は一切の

責任を負わないものとします。 

  



スマートホーム powered by Taprica 利用規約 注意事項 

事業企画部 CAC-03-012-12.01 

    

スマートホームpowered by Tapricaお申込みにあたっての注意事項 

 

 

□ 本書面ならびにこれと一体のものとして交付するスマートホームpowered by Taprica申込内容（控）の内容を十分お読みくだ

さい。 

□ スマートホームpowered by Tapricaは、ＣＡＣサービスエリア内にゲートウェイおよびデバイスを設置できるお客様のみ

お申込みいただけます。 

□ お申込み、メールアドレス変更には、申込者の本人確認書類（運転免許証等）が必要です。 

□ 料金のお支払いはクレジットカード支払いまたは口座振替となります。ただし、ＣＡＣ‐ＬＩＦＥ、ＣＡＣ‐ＴＶ（戸建にお

住まいの方）、ＣＡＣ‐ＳＴＢ、ＣＡＣ‐ＮＥＴ、ＣＡＣ‐ＰＨＯＮＥのいずれも利用でない場合、お支払方法はクレジット

カード払いに限らせていただきます。 

□ 口座振替日は毎月１７日、金融機関が休業の場合は翌営業日となります。 

□ クレジットカード支払いの場合はカード会社へのＣＡＣの請求日が９日となり、お客様のお引き落とし日は利用のカード会社

に準じた形となります。 

□ 初期費用およびデバイス本体価格（一括購入の場合）は、ゲートウェイのお渡しが完了した日の属する月の翌月のＣＡＣが指

定するご請求日にご請求させていただきます。 

□ デバイス本体を割賦購入いただいた場合の割賦金は、ゲートウェイのお渡しが完了した日の属する月の翌月からご請求させて

いただきます。 

□ 利用料金は、ゲートウェイのお渡しが完了した日の属する月の翌月分から発生いたします。 

□ 当月の利用料金は、当月のＣＡＣが指定するご請求日にご請求させていただきます。 

□ 利用料金は、ＣＡＣマイページにてご確認いただけます。詳しくはＣＡＣホームページをご覧ください。なお、紙面での発行

を希望される場合は有料です。 

□ 常時接続・監視を保障するサービスおよび警備システムではありません。機器の故障、メンテナンス等で復旧に時間がかかる

場合がありますのでご了承ください。 

□ ゲートウェイ、デバイスはお客様ご自身での設置・設定となります。ＣＡＣにご依頼いただく場合は、安心サポートを利用く

ださい。なお、ＣＡＣにデバイスの設置をご依頼いただいた場合、両面テープおよびビス止め、ホチキス止め施行になります

。デバイス撤去後にはテープ剥がし跡、ビス穴、ホチキス穴が残ります。 

□ ゲートウェイの設置には、有線ＬＡＮポートに空きのあるルーターが必要です。 

□ インターネット環境は、ＣＡＣ‐ＮＥＴ（光３０Ｍコース以上）相当の有線インターネットを推奨します。 

□ 電波強度によってはご希望の設置場所にデバイスを設置できない場合があります。 

□ ゲートウェイは常時電源が入った状態でインターネットに接続されている必要があります。インターネット回線障害時や停電

時にサービスは利用いただけません。また、電源を切ると、接続されたデバイスの電池寿命が著しく低下します。 

□ ゲートウェイは貸与品です。休止・解約の場合はＣＡＣにご返却いただきます。経年変化による自然故障以外でお客様の故意

または過失により破損あるいは紛失、水没等を確認した場合は、実費をご負担いただきます。 

□ デバイスは販売のみの取扱いです。 

□ デバイスの保証期間は、各デバイスお渡し日から１年間です。この期間内において故障が生じた場合には、ＣＡＣは無償にて

その修理、その他必要な措置を講ずるものとします。ただし、保証期間内においても、天災・事変等不可抗力に起因するもの

、ならびに利用者の故意または過失により破損あるいは紛失した場合はこの限りではありません。保証期間終了後の修理につ

いては、実費をご負担いただきます。 

□ デバイスの修理をご依頼された場合、代替端末のご用意はありません。なお、修理によるサービスを利用いただけない期間の

利用料金につきましては返還または、減免を行いません。各デバイスの修理期間は機器メーカーに準じます。 

□ お客様がお持ちの無線ルーターを経由する場合、ルーターに起因する接続の不具合はサポート対象外です。 

□ 初回に登録したメールアドレスを変更される場合は、必ずＣＡＣまでお知らせください。お知らせが無い場合、ＩＤやパスワ

ードの再発効に関するメールが、届かなくなる可能性があります。なお、お客様の利用システム（ユーザーポータル）から初

回登録のメールアドレスの変更はできません。 

□ お客様が、スマートホームpowered by Tapricaの利用、解除、中止、制限、停止、終了に際して損害を被った場合、ＣＡＣは

一切責任を負わないものとします。 

□ 「特定商取引に関する法律（特定商取引法）」に規定する訪問販売もしくは電話勧誘販売でお申込み（契約）された場合、特

定商取引法上のクーリングオフ制度を利用することにより、本書面を受領された日から８日を経過するまでは、書面により無

条件で申込みの撤回（契約が成立したときは契約の解除）を行うことができ、その効力は書面を発信したときから発生します

。この場合、お客様は 

① 損害賠償および違約金を請求されることはありません。 

② すでに引き渡された商品の引取に要する費用、提供を受けた役務の対価あるいは移転された権利の返還に要する費用等の

支払義務はありません。 

③ すでに代金または対価の一部または全部を支払っている場合は、速やかにその金額の返還を受けることができます。 

④ 権利を行使して得られた利益に相当する金銭のお支払いを請求されることはありません。 

⑤ 役務の提供に伴い、土地または建物その他の工作物の現状が変更された場合には、無料で元の状態に戻すよう請求するこ

とができます。 

⑥ 上記クーリングオフの行使を妨げるためにＣＡＣが不実のことを告げたことによりお客様が誤認し、または威迫したこと

により困惑してクーリングオフをおこなわなかった場合は、ＣＡＣから、クーリングオフ妨害の解消のための書面が交付

された日から８日を経過するまでは書面によるクーリングオフすることができます。 

□ 解約の場合、解約希望日の１５日前までにＣＡＣへご連絡ください。そのうえで、解約希望日の属する月の末日までに、ＣＡ

Ｃが指定する書面のご提出が必要です。なお、解約希望日の属する月の翌月以降にご提出いただいた場合、ＣＡＣの書面受取

日の属する月の末日を解約日とします。 

□ 解約には機器撤去費用が必要です。ただしゲートウェイをお客様にて取外し・ご返却いただく場合、設備撤去費用が無料とな

ります。 

□ デバイスはお客様にて取外していただきます。ＣＡＣにご依頼いただく場合は、有料です。 

□ ご登録の住所以外への移転の場合は、移転希望日の１５日前までにＣＡＣへご連絡ください。 

 



スマートホーム powered by Taprica 利用規約 注意事項 

事業企画部 CAC-03-012-12.01 

    

≪ＩＰカメラ≫ 

□ インターネットの上り伝送速度により、カメラのライブ映像の途切れ、コマ落ちが発生する場合があります。 

□ サポート対応において、お客様のセンサー反応履歴をＣＡＣで確認いたします。カメラのライブ動画、保存された動画、写真

についてはＣＡＣ側では確認することはできません。 

 

≪家電コントローラー≫ 

□ ゲートウェイ１台に対し、家電コントローラー１台の接続に限ります。 

□ 家電コントローラー１台に対して家庭用エアコン、照明各１台の操作に限ります。 

□ 家電コントローラーの設置設定時に、株式会社グラモの提供する専用アプリケーションが必要となります。ただし、当該アプ

リケーションのうちＣＡＣサポート対象となるのは設置設定時に使用する「外部接続連携操作」機能のみとなります。 

 

≪電子錠≫ 

□ カードキーの再発行・追加は６００円（税込６６０円）です。 

□ 暗証番号を忘れた場合、親ユーザー番号暗証番号をお試しください。親ユーザー暗証番号をお忘れの場合、電子錠を再度ご購

入いただく必要があります。 

□ スマートロック利用中に不具合が発生した場合、保証期間内の場合に限り、代品を提供させていただきます。 

□ ＣＡＣにて設置工事を行った場合、設置工事完了日から１年間は工事瑕疵期間となります。工事瑕疵期間の対応に関しては、

ＣＡＣまでお問合わせください。なお、受付はＣＡＣの営業時間内に限り、対応時には身分証明書の提示が必要です。身分証

明書の提示ができない場合は、警察への立ち会いを依頼していただく場合があります。 

□ 緊急で解錠を要する場合、下記の緊急解錠協力店までお問合わせください。作業費等は、お客様のご負担となります。なお、

緊急で解錠を行った場合、建具が破損する可能性があります。 

＜緊急解錠協力店（５０音順）＞ 

✓ カギの救急車 瑞穂運動場 

住 所：名古屋市瑞穂区瑞穂通５－１９シーアイ瑞穂ビル１Ｆ 

電 話：０５２－８５１－９９４８（２４時間対応※１） 

定休日：なし） 

✓ 半田ロック武豊店 

住 所：知多郡武豊町字平井６－１３５ 

電 話：０５６９－７２－０２５８（９：００ ～ １９：３０） 

定休日：日曜日・祝日） 

※１ ２４時間の出張対応を必ずお約束するものではありません。 

※  作業費・交通費については、店舗へ直接ご確認ください。 

※  騒音が発生する作業が必要な場合、夜間および早朝の作業が実施できない場合があります。 

 

≪他の事業者が提供するサービスとの連携≫ 

□ ＣＡＣが指定する手続をとることにより、ＣＡＣおよびＣＡＣの連携事業者が提供する会員制サービス（以下「連携事業者サ

ービス」といいます。）において、当該利用者に付与されたＩＤ、パスワード等（以下「ＩＤ等」といいます。）を使用して

、連携事業者サービスからスマートホームpowered by Tapricaを利用することができます（以下「連携サービス」といいます

。）。ただし、利用者は、スマートホームpowered by Tapricaの機能の中で一部利用できない機能があることにあらかじめ同

意するものとします。 

□ 連携サービスを利用する場合、連携事業者サービスにかかる利用規約等に従うものとします。 

□ ＣＡＣは、ＣＡＣの提携事業者または連携事業者のサービスの正確性、有用性、確実性および完全性については、一切保証し

ないものとします。 

□ ＣＡＣの提携事業者または連携事業者のサービスの全部または一部が停止・中断・終了等により提供できない場合、連携サー

ビスを利用できないことにあらかじめ同意するものとします。 

□ お客様が、ＣＡＣの提携事業者または連携事業者のサービスの全部または一部の変更・停止・中断・終了等に際して損害を被

った場合、ＣＡＣは一切責任を負わないものとします。 

□ お客様のＩＤ等の管理不十分、使用上の過誤、第三者の使用等の事由により、お客様または第三者に損害が生じた場合、お客

様はその全ての責任を負うものとし、ＣＡＣは一切責任を負わないものとします。また、かかる事由により、ＣＡＣに損害が

生じた場合、お客様はその全ての責任を負い、ＣＡＣに生じた一切の損害を賠償するものとします。 

□ お客様は、自己の責任において連携サービスを利用するものとし、当該サービスを利用したことにより生じた損害、連携事業

者、その他第三者との間に生じたトラブルその他当該サービスにかかる一切の事項について、ＣＡＣは一切責任を負わないも

のとします。 

 


